
 

 京都市訓令甲第   号 

庁 中 一 般 

区 役 所 

事 業 所 

京都市高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程の一部を次

のように改正する。 

令和８年３月３１日 

京都市長  松 井 孝 治 

目次中「第１４条」を「第１３条」に、「第１５条～第１９条」を「第１４条～第１８

条」に、「第２０条～第２４条」を「第１９条～第２３条」に、「第２５条」を「第２４

条」に改める。 

第２条第６号オ中「に規定する第１類事業所」を「別表第１第１類の項に掲げる事業所」

に、「、センター等」を「及びセンター等並びに美術館」に改め、「中央卸売市場第二市

場」の右に「、南部クリーンセンター」を加え、同号カ中「に規定する第２類事業所（福

祉事務所を除く。）及び第３類事業所」を「別表第１第２類の項及び第３類の項に掲げる

事業所（福祉事務所を除く。）」に改め、同条第７号を次のように改める。 

⑺ 課長等 課等の長（課を置かない室、美術館、中央卸売市場第一市場、中央卸売市

場第二市場及び元離宮二条城事務所にあっては副室長又は庶務を担当する課長若し

くは担当課長、南部クリーンセンター、子育て支援総合センターこどもみらい館及び

東京事務所にあっては庶務を担当する次長、会計室、歴史資料館及び第二児童福祉セ

ンターにあっては次長、桃陽病院にあっては事務長）をいう。 

第５条第２項及び第６条第２項中「総合企画局デジタル化戦略担当局長」を「総合企画

局プロジェクト・デジタル化戦略担当局長」に改める。 

第１３条を削り、第１４条を第１３条とし、第３章中第１５条を第１４条とし、第１６

条から第１８条までを１条ずつ繰り上げる。 

第１９条中「若しくは農業委員会事務局」を「、農業委員会事務局若しくは固定資産評 

価審査委員会事務室」に改め、同条を第１８条とし、第４章中第２０条を第１９条とし、

第２１条から第２４条までを１条ずつ繰り上げる。 

第２５条中「総合企画局デジタル化戦略担当局長」を「総合企画局プロジェクト・デジ

タル化戦略担当局長」に改め、第５章中同条を第２４条とする。 
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附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

（総合企画局デジタル化戦略推進室） 


